
 
 

 第５回南魚沼市地域公共交通協議会（書面協議） 協議結果 

 

 

１．通知発送日 

平成３０年２月１日 

 

２．協議方法 

・会議の開催に代えて書面による協議を実施 

・南魚沼市地域公共交通協議会の各委員に対し、書面により協議内容を周知し、

回答を依頼 

 

３．協議事項 

１. 市民バスフリー降車区間の設定について 

２．市民バス石打・竹俣コースの停留所の新設について 

 

４．協議結果 

 【回答状況】  

委員数：20人（会長を除く）  

回答数：18人  

無回答： 2人 

委員の過半数の回答があったため協議会開催が成立（協議会規約第9条第2項）  

通知のとおり、回答のない委員については承認したものとして取り扱う。 

  





 
 

【回答結果】  

 

●協議事項１. 市民バスフリー降車区間の設定について 

「承認する」と回答した委員数：19人（無回答2人を含む） 

「承認しない」と回答した委員数：1人 

 

出席委員の過半数の承認を得たため、協議会規約第 9条第 4 項により、本議案につい

ては原案のとおり承認されました。 

  

 

意見・理由等 

 

 （承認しない）意見あり１人 

 委員からの意見・理由等 意見・理由に対しての回答 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・降車フリー区間の安全が、担保さ

れているのか不明である。 

 

 

 

・降車フリー区間を設ける前にバス

停の新設をするのが、先ではない

のか。 

 

 

 

 

 

・今後通常のフリーバスに発展する

可能性があるのではないか。 

平成 30年 7 月 12 日に、交通管理者である南魚沼警察

署に道路交通の安全と円滑に関する意見について文書

での照会を行い、同 7月 25 日付南魚交第 355号文書

で交通安全上支障のない旨の回答を得ております。 

 

地元行政区からの要望のあった箇所のバス停の新設に

つきましては、必要性を検討したうえで随時行ってお

ります。 

なお、市民バスの停留所は、原則として１行政区に１

箇所を目安に設定しております。今後、さらに細かく

停留所を設けたほうが良いか、公共交通の計画見直し

の際の課題として再検討してまいります。 

 

ご意見の中の、「通常のフリーバス」というのは、降

車のみでなく乗車もフリーで行うことができる区間を

設定することであると思われます。 

運行事業者とフリー区間の設定についての協議を行う

なかで、乗車については、バス停以外の場所から合図

があっても、確実に停車し利用者を乗せることは難し

いという意見が多く、停留所以外での乗車ができる制

度を設定することは困難であると判断しております。 

 

  

 



 
 

（承認する）意見あり２人 

 委員からの意見・理由等 意見・理由に対しての回答 

１ ・城内コース等何路線か除外コース

があると思いますができるだけ対

象区間を設けるよう検討願いま

す。 

 

・安全性が確保され制度が定着した

ら乗車も検討願います。 

フリー降車区間を設けなかった路線につきましては、

今後もフリー降車区間の設定が可能かどうか、運行事

業者と協議を行ってまいります。 

 

 

運行事業者とフリー区間の設定についての協議を行う

なかで、乗車については、バス停以外の場所から合図

があっても、確実に停車し利用者を乗せることは難し

いという意見が多く、停留所以外での乗車ができる制

度を設定することは困難であると判断しております。 

 

２ ・交通安全上支障がないかどうかを

警察での承認が得られていること

を前提に承認。 

 

 

・路線バスとの格差が多少気になり

ますが。 

平成 30年 7 月 12 日に、交通管理者である南魚沼警察

署に道路交通の安全と円滑に関する意見について文書

での照会を行い、同 7月 25 日付南魚交第 355号文書

で交通安全上支障のない旨の回答を得ております。 

 

市内の路線バスにはフリーに乗降できる区間を設定し

ている路線があります。そのため、事務局としては、

市民バスのフリー降車制を開始することでその他の路

線バスとの大きな格差が生じることはないと判断して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

●協議事項２．市民バス石打・竹俣コースの停留所の新設について 

回答数：18人  

「承認する」と回答した委員数：20人（無回答2人を含む） 

「承認しない」と回答した委員数：なし 

 

出席委員の過半数の承認を得たため（協議会規約第 9条第 4 項）よって、本議案につ 

いては原案のとおり承認されました。 

 

意見・理由等 

 （承認する）意見あり１人 

委員からの意見・理由等 意見・理由に対しての回答 

・大巻・泉コースの泉下口―下原新田公民館

のコース変更の検討願います。 

 理由…当該区間あおば保育園の送迎バス順

路（H31.1 月現在）、利用対象世帯が多い。 

 

今回の協議内容と直接関係ない路線につ

いての要望事項ですが、今後公共交通の

計画見直しの際に必要性について検討し

てまいります。 

 

  












































